
協議会等の概要

【空港名：　小松空港　】

　　　　　　　　　　　　　　　　　【専門部会等】

（２）空港法協議会

役職

空港長
計画調整官
所長
空港企画課長
観光文化部長
所長
取締役
所長
所長

開催日

平成２１年３月１３日　
小松空港利用促進連絡会開催

平成２１年４月１日　  協議会設立
平成２３年  ２月１６日第１回協議会開催 ・エコエアポート推進部会の設置
平成２３年  ８月  ３日第２回協議会開催

平成２３年１０月２４日第３回協議会開催

平成２４年  ３月  ７日第４回協議会開催

平成２４年１２月　５日第５回協議会開催

平成２５年　２月２０日第６回協議会開催

（１）空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：小松空港利用者利便向上協議会　　　　　　　　　　　 設立日：平成２１年４月１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 設立日：平成　　年　　月　　日

構成メンバー

組織名

大阪航空局　小松空港事務所
北陸信越運輸局　企画観光部
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県　企画振興部
小松市　観光文化部
（一財）空港環境整備協会　小松事務所
北陸エアターミナルビル（株）
日本航空（株）　小松空港所
全日本空輸（株）　小松空港所

　

開催状況

主な議題

・協議会の設立（連絡会の発展的解消）
・協議会規約、構成員

・ターミナルビル前面カーブサイドの改善
　　　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　　　〃
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（３）専門部会等

役職

空港長
所長
グループリーダー
施設管理部長
常務取締役
所長
所長
所長
所長
取締役部長
取締役航空本部長
所長

開催日

平成２３年３月８日　第１回部会開催
平成２３年８月３日　第２回部会開催

　名　称　：　　エコエアポート推進部会　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成２３年３月８日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

構成メンバー

組織名

大阪航空局　小松空港事務所
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県　航空消防防災グループ
北陸エアターミナルビル（株）
北陸国際航空貨物ターミナル（株）
日本航空（株）　小松空港所
全日本空輸（株）　小松空港所
北海道国際航空（株）小松空港所
中日本航空（株）小松運航所
（株）東亜メンテナンス　TAPS部
（株）北鉄航空
（一財）空港環境整備協会　小松事務所

開催状況

主な議題

・規約、構成員、空港環境計画
・「打ち水作戦」の実施計画
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
☆ ターミナルビル前面カーブサイドの改善 ○ １、４

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「○」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）したい取組については、「特記」に☆印を記入

の上、（２）取組内容に詳細を記入すること。

平成２４年度における空港法協議会の活動・取組状況（小松空港）

（１）総括表

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

その他

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社
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（２）取組内容

地域振興等類型 [３]空港利用者便益の増進

実施主体 小松空港事務所・エアライン・空港ターミナルビル会社

実施時期 平成25年3月20日

　空港のターミナル出入口の混雑解消及び受託荷物検査場の保安検査体制の確保

　の観点から、ターミナルビル前面のカーブサイドの改善を図る。

　

　平成２３、２４年度内に、空港ビル、エアライン等と検討会議を行い、その結果に

基づき、バス、タクシー協会等関連事業者と幾度と調整を行い、路線バス降り場・

身体障害者乗降場とタクシー乗り場を配置換することにより、ターミナルビルの出入口

付近（国際線受託荷物検査場を含む）の混雑緩和をすることができ、

空港利用者の利便向上を図った。

　

　①ターミナルビル前面カーブサイドの改善

概要

内容等

4


